
○御嵩町町有地売払い媒介制度実施要綱

令和7年5月30日

訓令甲第31号

(目的)

第1条　この要綱は、御嵩町(以下「町」という。)が所有する土地(当該土地に定着している建物等の工作物を含

む。以下「町有地」という。)の売払いにおいて、宅地建物取引業者による媒介を活用することで、町有地の処

分の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1)　宅地建物取引業者　宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する

免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

(2)　媒介　法第34条の2に規定する宅地又は建物の売買の媒介の契約を目的とした媒介をいう。

(3)　団体　宅地建物取引業者を統括する者をいう。

(協定の締結)

第3条　町長は、町有地の媒介を依頼するときは、あらかじめ御嵩町町有地売払いの媒介に関する協定書(別記様式

第1号。以下「協定書」という。)により、団体と協定を締結するものとする。

(媒介業者)

第4条　町長が町有地の媒介を依頼する業者(以下「媒介業者」という。)は、前条の規定により協定を締結した団

体(以下「協定締結団体」という。)に属する宅地建物取引業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

者は除く。

(1)　法第65条第1項又は第3項の規定による指示処分を受け、当該指示処分を受けた日から6月を経過していない

者

(2)　法第65条第2項又は第4項の規定による業務停止処分を受け、当該業務停止期間が終了した日から1年を経過

していない者

(3)　法第71条の規定による勧告処分を受け、当該勧告処分を受けた日から3月を経過していない者

(4)　御嵩町暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(媒介依頼物件の選定)

第5条　協定締結団体に媒介を依頼する町有地(以下「物件」という。)は、公募により町有地を売り払う場合にお

いて、応募がなかった土地又は応募者全員が売買契約の申込みを辞退した土地で、媒介による売払いが適当と認

められる町有地とする。

(媒介依頼等)

第6条　町長は、前条の規定により選定した物件の媒介を依頼するときは、御嵩町町有地媒介依頼書(別記様式第2

号)により、協定締結団体に通知するものとする。

2　町長は、前項で通知した物件について、購入を希望する者(町が実施する先着順による町有地売払いの申込みを

含む。)があったとき、又は当該媒介を中断し、若しくは中止させる必要があると判断したときは、御嵩町町有

地媒介依頼の中断又は中止通知書(別記様式第3号)により、協定締結団体へ通知するものとする。

3　協定締結団体は、前2項に規定する通知を受けたときは、当該団体に属する媒介業者に当該通知内容を周知する

ものとする。

(媒介の申請等)

第7条　媒介業者は、物件の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)があったときは、御嵩町町有地売払

い媒介申請書(別記様式第4号)及び御嵩町町有地買受申込書(別記様式第5号)(以下これらを「申請書」という。)

に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1)　誓約書

(2)　登記事項証明書及び印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)(購入希望者が法人の場合に限る。)

(3)　住民票及び印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)(購入希望者が個人の場合に限る。)

2　媒介業者は、申請書を提出した後において、その媒介を取り下げるときは、御嵩町町有地売払い媒介申請取下

書(別記様式第6号)及び御嵩町町有地買受申込取下書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(媒介契約の締結等)

第8条　媒介業者は、町有地の媒介を行うときは、町長と御嵩町町有地売払いの媒介に関する契約書(別記様式第8

号。以下「媒介契約」という。)により契約を締結するものとする。

2　町長は、前項に規定する媒介契約期間について契約締結日の属する年度の3月31日までの3箇月を超えない範囲

で定めるものとする。この場合において、町長はやむを得ない事情があると認めるときは、これを延長すること

ができる。

(買受者の資格)

第9条　買受の資格を有する者は、第7条第1項の規定による申請書を受理した日において、次の各号のいずれにも

該当しないものとする。



(1)　地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する一般競争入札に係る契約を締結する能

力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者

(2)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同

条第6号に規定する暴力団員

(3)　御嵩町徴収職員取扱規則(平成20年規則第47号)第2条に規定する町税等を滞納している者

(売買契約の締結等)

第10条　町長は、第7条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該

申請者を買受者として決定し、売買契約を締結するものとする。この場合において、同一の物件につき同日にお

いて2以上の媒介業者から申請があった場合は、抽選により買受者を決定するものとする。

2　媒介業者は、前項に規定する売買契約の締結において、町長及び当該買受者の事務の補助を行うものとする。

(媒介報酬の請求等)

第11条　媒介業者は、この要綱による媒介により町有地等の売買代金の全額が納入され、所有権移転登記手続が完

了した場合は、御嵩町町有地媒介完了通知書(別記様式第9号)及び御嵩町町有地媒介報酬請求書(別記様式第10

号)(次項において請求書等という。)を町長に提出しなければならない。

2　町長は、前項の請求書等の提出があったときは、当該媒介業者に媒介報酬を支払うものとする。ただし、媒介

業者の責めに帰すべき事由により当該売買契約の解除等がされたときは、当該媒介業者は、受領した媒介報酬を

直ちに町長へ返還しなければならない。

(媒介報酬金額)

第12条　前条第2項の媒介報酬の金額は、町有地の売却価格を別表の左欄に掲げる金額に区分して、それぞれの金

額に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した額(千円未満の端数切捨て)とし、消費税及び地方消費

税は別とする。

2　前項の規定にかかわらず、低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地又は建物)の媒介報酬の額については、

当該媒介に要する費用を勘案して、30万円の1.1倍に相当する額以内とする。

3　媒介業者は、第10条第1項に規定する買受者に対し媒介に係る一切の報酬を請求できないものとする。

(その他)

第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分 割合

200万円以下の金額 100分の5

200万円を超え400万円以下の金額 100分の4

400万円を超える金額 100分の3



別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第6条関係)
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別記様式第9号(第11条関係)
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